
第２回 宮代町空家等対策協議会      

２ 不適正管理 対応フローの確認 

 

 

資料２ 

久喜市空家等対策計画
より抜粋（一部修正） 

空
家
等
対
策
協
議
会 

【変更の見込み】 
民法の各種管理人・清
算人制度等の追加 

助言又は指導（条例第 6 条） 

勧告（条例第 7 条） 

改善 

改善 

協議 

助言 

市民からの情報提供 

現地確認（外観目視） 

【適切な管理が行われていないと判断】 

所有者等の調査（法第 9 条、第 10 条） 

久喜市空家等の適切な管理に関する条例 

対象：管理不全空家等 

特定空家等候補と判断 

（外観目視により著しく危険が切迫しているもの等） 

状況により 

特定空家等候補へ 

立入調査（法第 9 条第 2 項） 

「特定空家等判定マニュアル」の判定項目 

に基づき、市職員による立入調査を実施 

 

《空家等対策協議会》 

立入調査結果、庁内会議の協議内容を踏まえ 

特定空家等認定の可否を協議 

「特定空家等」に認定（市） 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

対象：特定空家等 

管理不全空家等と判断 

所有者・相続人なし 

助言又は指導 

（法第 14 条第 1 項） 

勧 告 

（法第 14 条第 2 項） 

意見書提出又は公開の徴取 

（第 14 条第 4～5 項） 

命令（法第 14 条第 3 項） 

命令した旨の公示 

（法第 14 条第 11～12 項） 

命令に従わな

かった場合 

戒 告 

（行政代執行法第 3 条） 

行政代執行 
（法第 14 条第 9 項） 

（行政代執行法第 2 条） 

措置を行うべき旨の公告 

（法第 14 条第 10 項） 

略式代執行 

（法第 14 条第 10 項） 

不在者財産管理人 
（民法第 25 条） 

もしくは 
相続財産管理人 
（民法第 952 条） 

の申立 

所有者・相続人あり 

協議 

助言 

緊
急
安
全
措
置
（
条
例
第
８
条
） 

 

※
実
施
後
は
空
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等
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